
 

行政機関等情報公開・行政

手続・行政不服審査の各制

度の仕組みや手続等に関す

るお問合せ先 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●場  所／ソラリアステージ 6 階 西鉄ホール ホワイエ内 
（福岡市中央区天神 2-11-3） 

●開設時間／午前 10 時～午後 5 時（月曜日～土曜日） 
※受付時間／午前 10 時～午後 4 時 30 分 
※悪天候などにより、相談コーナーの開設を中止する場合がありますので、あらかじめ 

ご了承ください。 

●電  話／０９２-７８１-７８３０ 

※電話でのご相談もお受けします（法律相談を除く）。 

（お知らせ）法律相談は予約が必要です。詳しくは裏面をご覧ください。 

〈 ご相談のお相手は 〉            〈 案内図 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 

 

 
 

福岡総合行政相談所 

 
 
お問合せは 電話：０９２-４３１-７０８２（行政相談課）  
ご 相 談 は 電話：０５７０－０９０１１０ 
         ０９２－４７３－１１００（首席行政相談官室）  
総務省 九州管区行政評価局 総務行政相談部 
住 所：福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎本館 8階 
F A X：０９２-４３１-８３１７ 

福岡法務局・福岡財務支局・門司税関・福岡労働局・福

岡中央公共職業安定所・九州経済産業局・九州産業保安

監督部・九州地方整備局・九州運輸局・都市再生機構

(UR)・日本司法支援センター(法テラス)・福岡県・福岡

市・福岡商工会議所・福岡県弁護士会・九州北部税理士

会・九州北部税理士会福岡支部・福岡県司法書士会・福

岡県行政書士会・福岡県社会保険労務士会・福岡県土地

家屋調査士会・福岡県宅地建物取引業協会・福岡県不動

産鑑定士協会・九州管区行政評価局 

こんなことはありませんか？ 

手 続 … 手続や申請をどこにしたらよいか分からない 

登 記 … 土地・建物の相続登記の方法を知りたい 

税 金 … 財産をもらったときの税金について教えてほしい 

労 働 … 雇用保険や賃金、労働条件について相談したい 

不動産 … 土地・建物に関する調査や取引について知りたい

消費者 … 借金返済、クーリング･オフについて相談したい 

年 金 … 年金について教えてほしい   などなど…… 

 
 

令和８年４月～７月分 

行政相談マスコット 

キクーン 
(博多にわかバージョン) 
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情報公開・行政手続 

制度案内所 
電話：092-431-7083 

ＱＲコードで 
簡単検索 

「くらし・行政相談コーナー」など行政相談の受付窓口の検索は 九州管区行政評価局 行政相談 

 

 



相談事項 担当機関 相談時間 ８年４月 ８年５月 ８年６月 ８年７月

多重債務相談(借金や家計に関すること) 福岡財務支局 １０時～１６時 － ー ６月１６日（火） ー

税関手続相談(海外旅行、個人輸入、外国郵
便物等の税関手続に関すること)

門司税関 １０時～１７時 － ー ６月９日（火） ー

労働相談(職場における労働時間、賃金、解
雇、労働条件等に関すること)

福岡労働局 １０時～１７時 ４月１０日(金) ー ６月１２日（金） ー

労働相談(職業、雇入、雇用保険等に関するこ
と)

福岡中央公共
職業安定所

１０時～１７時 ４月　１日(水) ー ６月３日（水） ７月１日（水）

消費者相談(特定商取引法、割賦販売法に関
すること)

九州経済産業
局

１０時～１６時 － ５月２５日（月） ー ー

電気・ガス安全相談(電気・ガスの安全及び電
気工事の安全に関すること)

九州産業保安
監督部

１０時～１３時 － － － ７月１６日（木）

運輸相談(自動車・船舶関係等に関すること) 九州運輸局 １３時～１６時 ー ５月７日(木） ー ー

ＵＲ住宅相談(ＵＲ住宅に関する案内と相談に
関すること)

都市再生機構
九州支社

１０時～１３時 ー ー ー 7月２９日（水）

福岡県政相談(福岡県政に関すること) 福岡県庁 １０時～１６時 － ５月１２日（火） ー ー

福岡市政相談(福岡市政に関すること) 福岡市広聴課 １０時～１３時 ４月３０日（木） ー ー ー

行政機関等情報公開・行政手続相談(行政機
関等情報公開・行政手続・行政不服審査の各制
度の仕組みや手続等に関すること)

九州管区行政
評価局

１０時～１７時 ４月８日(水) ５月１３日（水） ６月１０日（水） ７月８日（水）

行政一般相談(国や独立行政法人・特殊法人
の仕事、県や市町村が国から委任又は補助を受
けて行っている仕事等に関すること)

九州管区行政
評価局

１０時～１７時 毎週（月～土） 毎週（月～土） 毎週（月～土） 毎週（月～土）

相談事項 担当団体 相談時間 ８年４月 ８年５月 ８年６月 ８年７月

中小企業相談(中小企業の金融、経理、労働、
取引等一般経営に関すること)

福岡商工会議
所

成年後見・税務相談(成年後見、税金一般に
関すること)

九州北部税理
士会

１０時～１７時 ４月１１日（土） ５月９日（土） ６月１３日（土） ７月１１日（土）

九州北部税理
士会

１０時～１７時 ４月６日（月） ５月１６日（土） ６月１日（月） ７月６日（月）

九州北部税理
士会福岡支部

１０時～１６時
４月４日（土）
４月２５日（土）

５月２日（土）
５月２３日（土）

６月６日（土）
６月２７日（土）

７月４日（土）
７月２５日（土）

不動産登記、商業法人登記、遺言・相続、訴
訟他民事一般、債務整理、成年後見、供託
等の相談

福岡県司法書
士会

１０時～１３時
４月２０日（月）
４月２３日（木）

５月１８日（月）
５月２８日（木）

６月１５日（月）
６月２５日（木）

７月２３日（木）
７月２７日（月）

役所の手続・暮らしの困りごと相談(官公署に
提出する書類、権利義務、事実証明等に関する
書類に関すること)

福岡県行政書
士会

１０時～１７時 ４月２４日（金） ５月２２日（金） ６月２６日（金） ７月２４日（金）

年金、健康保険、労災保険・雇用保険、労働
条件、労務管理全般(募集・採用から退職ま
で)等の相談

福岡県社会保
険労務士会

１０時～１７時 ４月１５日（水） ５月２０日（水） ６月１７日（水） ７月１５日（水）

土地境界問題、筆界特定申請手続等の相談
(土地又は家屋に関する調査・測量、登記の申請
手続、土地境界紛争の解決、筆界特定申請手続
に関すること)

福岡県土地家
屋調査士会

１３時～１６時 ４月３日（金） ５月１日（金） ６月５日（金） ７月３日（金）

宅地・建物相談(土地・建物の取引等に関する
こと)

福岡県宅地建
物取引業協会

１０時～１５時 ４月２８日（火） ５月２６日（火） ６月２３日（火） ７月２８日（火）

不動産鑑定相談(不動産に関すること)
福岡県不動産
鑑定士協会

１０時～１３時 ４月３日（金） ５月１日（金） ６月１１日（木） ７月３日（金）

相談事項 担当団体 相談時間 ８年４月 ８年５月 ８年６月 ８年７月

日本司法支援
センター (法テ
ラス)福岡地方
事務所

１３時～１６時 ４月９日（木） ー ー ー

福岡県弁護士
会

１３時～１６時
４月２日（木）
４月１７日（金）
４月２２日（水）

５月１５日（金）
５月２１日（木）
５月２７日（水）
５月３０日（土）

６月４日（木）
６月１９日（金）
６月２４日（水）

７月９日（木）
７月１７日（金）
７月２２日（水）

〔特別相談〕
◆４月３日（金）は、４月１日から４月７日までの「不動産表示登記の日週間」及び４月１日の「不動産鑑定評価の日」にちなみ、福岡県土地家屋調査士
会の土地家屋調査士が、土地又は家屋に関する調査・測量、登記の申請手続、土地境界紛争の解決、筆界特定申請手続に関することについて、福岡
県不動産鑑定士協会の不動産鑑定士が、不動産に関することについて、ご相談に応じます。

【お知らせ】
◆法律相談は法律相談日の前日の１０時から電話により予約を受け付けます。予約受付電話番号は＜０９２－７８１－７８３０＞です。定
員（１組２５分、先着６組）になり次第、予約を締め切ります（予約枠に空きがある場合は当日も予約をお受けします。）。
　なお、法律相談のご利用は、原則として、同一年度に１回といたしますのでご了承ください。

[令和８年４月から７月までの予定]
※原則として、ご相談は２５分以内、ご相談の受付は各機関・団体の終了時間の３０分前までといたします。
※ご相談は先着順です。相談の受付状況によってはお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※悪天候などにより、相談コーナーの開設を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〔特別相談〕
◆５月２５日(月)は、５月の「消費者月間」にちなみ、九州経済産業局の職員が、特定商取引法、割賦販売法に関することについて、ご相談に応じます。
◆６月９日（火）は、６月２８日の「貿易記念日」にちなみ、門司税関の職員が、海外旅行、個人輸入、外国郵便物等の税関手続について、ご相談に応じ
ます。
◆７月１６日（木）は、７月１日の「国民安全の日」にちなみ、九州産業保安監督部の職員が、電気・ガスの安全及び電気工事の安全に関することについ
て、ご相談に応じます。

〔特別相談〕
◆４月９日(木)は、４月10日の「法テラスの日」（法テラス設立日）にちなみ、日本司法支援センター(法テラス)福岡地方事務所と契約している弁護士が、
金銭の貸し借り、土地・家屋の売買、相続等に関する法律問題など民事全般について、ご相談に応じます。

税務相談(土地や家屋の売買・贈与・相続が
あった場合の課税問題、その他税務一般に関す
ること)

※中小企業相談は福岡商工会議所に電話でお問い合わせください。
   [電話番号] ０９２－４４１－２１６１

法律相談(金銭の貸し借り、土地・家屋の売買、
相続等に関する法律問題に関すること)
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